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はじめに

　鹿角市と小坂町は、秋田県の北東端に位置し、青森県、岩手県を含んだ北東北三

県のほぼ中央に位置します。小坂町の北東部には特別名勝・天然記念物に指定され

る十和田湖があり、鹿角市の南部にある八幡平とあわせ十和田八幡平国立公園に指

定される自然豊かな地域です。

　山々に囲まれ、湖、温泉がある恵まれた風土から、世界文化遺産｢北海道・北東

北の縄文遺跡群｣に特別史跡大湯環状列石（鹿角市）、ユネスコ無形文化遺産である

｢大日堂舞楽｣、｢山・鉾・屋台行事｣（花輪祭の屋台行事）、｢風流踊｣（毛馬内の盆踊）

の3件に代表される芸能・信仰・年中行事が生み出されました。

　山間部に位置する鹿角市と小坂町でも全国的な傾向に違わず、過疎と少子高齢が

進み、これまで地域で守り伝えられてきた文化財の存続が危ぶまれています。この

課題に対して、鹿角市と小坂町は、個性ある歴史文化を背景とする文化財を守り、

後世に伝え、これらを活かした地域づくりを進めるために｢鹿角地域文化財保存活

用地域計画｣を作成いたしました。

　結びに、本地域計画の作成にあたりご意見を賜りました鹿角地域文化財保存活用

地域計画策定協議会委員の皆さまや意見の聴取などにご協力をいただいた関係者・

関係団体の皆さまに心から厚くお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７（2025）年12月

鹿角市教育委員会　教育長　　阿　部　義　弘
小坂町教育委員会　教育長　　千　葉　綾　悦



例　　言

１、�本地域計画において、 鹿角市と小坂町を｢鹿角地域｣という。ただし行政に関することな
どはこの限りではない。

２、�本地域計画は、｢鹿角地域文化財保存活用地域計画｣の冊子であり、計画編と資料編で構
成される。

３、�本地域計画は、文化財保護法第183条の3に基づく｢文化財保存活用地域計画｣として作成
し、令和7(2025）年12月19日に文化庁長官の認定を受けた。

４、�本地域計画の作成にあたり、鹿角市が事業主体となり、文化庁文化芸術振興費補助金(地
域文化財総合活用推進事業）の交付を受け、令和4(2022）年から令和7(2025）年度の4か年
で鹿角市と小坂町が共同で実施した。

５、�本地域計画の作成にあたり、｢文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活
用地域計画作成等に関する指針｣(最終変更、令和7(2025）年3月、文化庁）を基本とし、秋
田県文化財保存活用大綱を勘案した。

６、�本事業にあたり、鹿角地域文化財保存活用地域計画策定協議会を設置し、指導・助言を
受けるとともに、文化庁の指導・助言を得た。

７、�本文中において用語の主たるものは統一するよう努めたが、既刊報告書の表現によりこ
の限りではない。

８、�掲載した写真のうち特に注記がないものは、鹿角市・鹿角市教育委員会または小坂町・
小坂町教育委員会の所蔵である。
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